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寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和６年２月15日（木）午後１時20分から午後３時20分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟４階　第一委員会室
３　出席委員（15名）　※番号は席番号

２番　滝本　多美子                    ３番　入江　剛
４番　南　昌男（会長）　　　　　　　　６番　津澤　謙次　　　　
７番　枡井　信仁　　　　　　　　　　　８番　金谷　伸太郎（農政企画委員長）
９番　川口　茂明（農地調整委員長）　　10番　筏　眞智子　  
11番　田伐　厚子　　　　　　　　　　　12番　森田　隆義      
13番　小橋　牧子    　　　　　　　　　14番　田中　久治　　　
15番　堤下　敏                        16番　田中　悦子            
17番　溝口　透（会長職務代理者）
４　欠席委員（２名）

１番　北川　康裕　　　　　　　　　　　５番　川口　智之
５　遅刻委員（０名）
　　
６　議事日程
　　第１　議案第23号　農地法第３条第１項による許可について
　　第２　議案第24号　相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況確認について
　　第３　議案第25号　特定都市農地貸付けの承認申請について
第４　報告第40号　農地法第４条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第５　報告第41号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について
第６　特別案件第２号　農業経営基盤強化促進基本構想の変更について
第７　特別案件第３号　令和５年度農業委員会実績報告及び令和６年度農業委員会活動計画
について
　
７　農業委員会事務局職員

　  局長代理　川原　祐　　　　　　　　　　係長　津川　育大
　　職員　　　阪本　一彦
８　議長　会長　南　昌男
９　会議の概要
（　午後１時20分　開会　）
　議長（南会長）　定刻前ですが皆さんお集まりですので、ただいまより２月の委員会総会を始めさせていただきます。
本日は、委員２名が欠席でございます。委員17名のうち15名が出席し、
出席委員は過半数以上で総会は成立いたします。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっておりますので、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案第23号　農地法第３条第１項による許可について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　議案第23号　農地法第３条第１項による許可についてご説明させていただきます。
　　　　　　　　　まず始めに、農地法第３条第１項による許可申請が必要なものとは、農地を農地のまま使用する耕作目的であるもので、親族の方に贈与する身内内贈与の場合や、農業経営拡大を考えている親族以外の方に売却や貸付をする場合です。
農地法第３条第１項による許可申請があった場合には、農業委員会が委員会総会において、許可・不許可を決定するにあたり、農地調整委員会で行っている農地の現地確認や譲り受けられる方から聞き取りをするなど、農地法に定められている許可要件を満たす必要があります。
その許可要件の判断基準については、主に３つございまして、まず「全部
効率利用要件」があり、譲受人が申請地の所有権や貸借権を取得後に、耕作
することが見込まれるかどうか、また現在所有されている、あるいは借りら
れている農地が遊休農地になっていないか、無断転用していないか等を確認
し、今後その方が所有及び借り受けしている農地のすべてを耕作されるかど
うかを判断するものでございます。

２つ目に、農作業常時従事要件について、譲受人の年間耕作日数によって判断するものです。農林水産省の定めでは、原則年間150日以上耕作する見込みが必要です。ただし、150日未満であっても農作業を行う必要があると認められる場合に限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認める場合もあるとされております。大阪府においては年間60日以上であれば、特段理由のない限り農作業に常時従事しているとみなしています。
そして３つ目に、地域との調和要件については、地域の水利調整への参加や、地域の農薬の使用方法といった、周辺農地の農業上の利用に、支障をきたすおそれがないと認められることが必要です。
それでは、案件についてご説明申し上げます。
（議案第23号　件番１朗読）
件番１につきましては、２月１日に農地調整委員会が開催され、現地確認及び譲受人に聴聞を行い、審議いたしました。
場所は、寝屋川市の最南端、西側には門真市、南側には大東市との市域界付近で、深北緑地から少し西側に向かったところでございます。
許可要件の判断基準である「全部効率利用要件」については、寝屋川市で所有されている他の農地に遊休農地又は無断転用がないことを現地確認しております。具体的には、本申請地に隣接して西側の農地３筆5,119㎡でございます。その他の所有農地については全て門真市内の農地ございまして、そちらについては、門真市農業委員会から遊休農地又は無断転用はないとののことで耕作証明書をいただいています。
次に「農作業常時従事要件」について、譲受人とその父親の２人がそれぞれ年間150日従事されるということですので、要件を満たしています。

次に地域との調和要件については、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたすおそれは無いと認められるため、要件を満たしていると考えられます。
その他に、農機具の保有状況について、田植え機２台、トラクター、コンバイン、乾燥機、籾摺機を各１台所有されています。
そして、通作距離について、自宅から申請地まで約３km、車で20分程度ですので、問題はございません。
現況は画面のとおりです。
今回、農地の売買の申請に至った経緯については、譲渡人は会社勤めをされていますが、これまで農業を全くされたことが無いことや、当該地が市街化調整区域内の農地で原則建築物を建てることが出来ず、車両の出入りができる接道もないことから、隣接地を所有する中野さんに相談し、農地を農地のまま買っていただくことになったようです。
以上でご説明終わらせていただきます。

　議長　　　　　　ただいま、事務局の説明が終わりました。本件については、農地調整委員会で現地確認も行っておりますので、農地調整委員長より報告をお願いします。
　農地調整委員長　農地調整委員会で現地を確認させていただきました。
　　　　　　　　　現地を確認させていただいた結果及び、事務局の説明にもあったとおり、要件も満たしていることから、調整委員会では許可相当であると判断したしました。
地区担当委員は、この辺の農地のことは、ある程度分かりますか。
　地区担当委員　　申し訳ないですが、ほとんどが市外の人で、ＪＡの支部（南ねやがわ）にも入っていないので、把握していない状態です。
　農地調整委員長　わかりました。以上で報告を終わります。
　議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長、地区担当委員から説明がございましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、許可するものとしてご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）

ご異議がないようですので、許可いたします。
次に議案第24号　相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況確認につい　て、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　議案第24号　相続税の納税猶予に係る特例農地の利用状況確認について、ご説明させていただきます。
まず始めに、相続税の納税猶予制度について、ご説明させていただきます。
現在、本市で農地の相続時において、相続税の納税猶予を受けられるのは、市街化調整区域内の農地と市街化区域内の生産緑地に限られ、お亡くなりになるまで耕作することで相続税の納税が猶予されますが、平成21年12月14日までに相続された市街化調整区域内の農地については、20年間適正に耕作されていた場合は、相続税が免除されることとなっております。その免除するかどうかの判断を、農業委員会の意見に基づいて税務署が行うこととなっています。
それでは、案件についてご説明申し上げます。
          （議案第24号　件番１朗読）
本件につきまして、８筆農地がございますが、元々、被相続人とその奥さ　　んが所有権を２分の１ずつ所有されていました。被相続人が亡くなられ、その持分２分の１を相続人が相続され、相続税の納税猶予の適用を受けていたものなので、各筆とも２分の１となります。
余談ですが、被相続人の奥さんは２～３年前に亡くなられ、奥さんの持分　　２分の１は、相続人が相続されました。
寝屋川公園地区については、土地区画整理事業が行われる計画があること　から、土地区画整理事業により市街化区域内の農地に編入される前に、現在の市街化調整区域内の農地として評価額が低いうちに次の代に贈与により所有権を移しておこうという理由から、一昨年、相続人が母親から相続された農地のうち、寝屋川公園内の農地の持分２分の１は相続人である息子さんに贈与されています。
今回、この相続税の納税が免除されれば、寝屋川公園の農地３筆の持分２分の１を息子さんに贈与したいとの話も聞いておりまして、農地法第３条第１項による身内内贈与が今後申請されるかと思います。
場所は、寝屋川公園の中の第２グラウンドの北側の農地とＪＲ学研都市線をはさんで、東側の大谷地区の農地でございます。
平成15年６月15日に被相続人から相続人が農地を相続され、農地の相続税については、相続開始から20年間耕作するということで、農地の相続税の支払いが猶予されていましたが、相続から20年をむかえましたので、税務署が相続税の支払いを免除してよいか、これまで20年間耕作をされてきたのか、税務署より照会がありました。
地区担当委員１月31日に現地確認をし、適正に耕作をされていることを確認いたしました。
現況は写真のとおりです。
それでは、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がございました。
20年間、耕作を続けたことによって、相続税の支払いを免除してよいかとの税務署からの照会でございますが、事務局が確認したとおり、良好に耕作されています。
この件について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、農地として適正に耕作されているものとし　て税務署に回答してご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）

ご異議がないようですので、回答いたします。
次に議案第25号　特定都市農地貸付けの承認申請について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　まず始めに、本件の「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」については、平成30年に法律が施行されたもので、市街化区域内の生産緑地に限りますが、農地法第３条による貸借の設定より簡単にできるものです。
円滑化法では、貸借の期間を今回のように３年間と設定すれば３年の期間
満了後には、必ず農地が所有者に返ってきますので、よく農家の方が思われ
る農地を貸したら返ってこないというものが、円滑化法ではありません。ま
た、農地を返してもらった際の離作補償を基本的には伴いません。農地を解
約した際に金銭や農地を半分渡さないといけないといった離作補償というも
のも基本的にはないというものです。
この法律では借りる方にはあまりメリットがないのですが、土地所有者側
に多くのメリットがあり、この法律で貸し付けた農地については、自ら耕作
をしなくても相続税の納税猶予制度の適用が受けられます。
　　　　　　　　　（議案第25号　件番１朗読）
件番１につきましては、２月１日に農地調整委員会が開催され、現地確認
及び貸農園開設者に聴聞を行い、審議いたしました。
場所は、京阪寝屋川市駅西側のバス通りを西側へ向かい、市立第九中学校
から西側の黒原方面へ少し向かったところ、市立啓明小学校の東側の農地に
なります。

申請地は、随分以前は水稲を作付けされていましたが、自作での作付けが
困難なことから、ここ２年程は果樹園として主にミカンの植え付けに転作さ
れていました。今般、自作から貸農園にしたいが、運営はどなたかに任せた
いとのことから、申請者に相談し、農地を貸し貸農園開設、運営も全て任せ
るというものです。　
この農地については、現在相続税の納税猶予制度の適用を受けておられま
すが、今後は、自作から農園利用方式に変更の申出を税務署に行い、引き続
き相続税の納税猶予の適用を継続して受けられます。
以上でご説明を終わらせていただきます。

　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がありましたが、２月１日に農地調整委員会を開催し、現地確認及び貸農園を開設される方に聴聞を行っていますので、農地調整委員長から説明をお願いします。
　農地調整委員長　２月１日に農地調整委員会を開催し、現地調査及び農園の開設者に聴聞を行いました。
　　　　　　　　　区画割は50区画あり、面積や利用料もそれぞれ異なることをお伺いしております。雨水排水についても溝を掘って対応しております。
50区画すべてが埋まるかどうかは今後、確認が必要となりますが、開園については問題ないと判断いたしました。
　議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長から説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　ご質問等がないようですので、承認してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　　ご異議がないようですので承認いたします。次に報告第40号　農地法第４
条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、事務局から説明を
お願いします。
　事務局　　　　　農地法第４条については、農地の所有権はそのままで、農地から一戸建て住宅や共同住宅、駐車場や資材置場等に農地転用をするものです。
　　　　　　　（報告第40号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は国道170号大阪外環状線と第二京阪道路が交差する北東側の農地です。当該地周辺は、平成31年３月末頃に小路土地区画整理事業が完了したところでございます。
本件は１月10日に受付を行い、地区担当委員と１月19日に現地確認をし、同日、会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は画面のとおり、既に駐車場となっております。土地区画整理後も従前の登記地目を引き継ぐことから、現在の位置に農地が換地された訳ですが、令和２年頃に農地転用の届出をせずに砂利敷きにし、駐車場として利用してしまったとのことで、経過書が提出されています。

雨水排水については、土地区画整理事業により雨水管が設置されていますので、問題はありません。
今後、土地を売却したいとの考えですが、農地法による転用の届出がないと売却できないことから、今回、届出がされたものです。
　　　　　　　　　（報告第40号　件番２朗読）
件番２につきまして、場所は市立第九中学校に隣接して東側でございます。
本件は、１月15日に受付を行い、地区担当委員と１月22日に現地確認し、１月26日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は画面のとおりです。今回、届出があった以前は貸農園をされておられた農地と隣接するすでに農地転用届が出されている露天駐車場と合わせてドラックストアを建てられるものです。
雨水排水については、開発許可が必要であることから、適切に処理されま　　すし、付近に農地はございませんので問題ありません。
　　　　　　　　　　（報告第40号　件番３朗読）
件番３につきまして、場所は市立市民会館から東へ太秦の村中を入いった
ところでございます。
本件は、１月15日に受付を行い、地区担当委員と１月22日に現地確認し、１月26日に会長専決により届出を受理したものでございます。

現況は画面のとおり、既に宅地になっております。
昭和44年頃に自宅敷地の横あった農地に、農地転用の届出をせずに離れを増築されたようで経過書が提出されています。
数年前は届出人の祖母が住んでおられたようです。
今後は、隣接する届出人の自宅だった土地を合わせて土地を売却し、一戸建て住宅５戸と市が所有・管理する公共用道路にされるようです。
一戸建て住宅の建築は開発許可が必要であることから、雨水排水は適切に処理されますし、付近に農地はございますが、次の報告案件の農地法第５条による転用届出の報告において、今後、農地転用されることから問題ありません。
　　　　　　　　　　　（報告第40号　件番４朗読）
件番４につきまして、場所は池田地区にございます菅原神社から北西へ向かうとパン製造工場がございまして、そこから少し西に向かったところでございます。
本件は、１月22日に受付を行い、地区担当委員と１月26日に現地確認をし、２月１日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は画面のとおりです。これまで畑として耕作されていましたが、自身が所有する自宅横の屋外駐車場の拡幅のため、農地転用するものです。
雨水排水については付近に農地はなく、隣接する水路へ放流することから問題ありません。
　　　　　　　　　　　　（報告第40号　件番５朗読）
件番５につきまして、場所は萱島駅から少し東へ向かったところです。
本件は、１月25日に受付を行い、地区担当委員と１月30日に現地確認をし、２月８日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は画面のとおり、既に月極駐車場と時間貸駐車場になっております。
昭和48年頃に、農地転用の届出をせずに、屋外駐車場にしてしまったとのことで経過書が提出されています。
現在、雨水排水についてはＵ字側溝がございますが、土地で埋もれたりして完全には機能しておりませんでした。ただ、付近に農地はございませんので問題はありません。
駐車場については、今後閉鎖される貼り紙がありましたので、売却し別の用途に使用されると思います。

以上で説明を終わらせていただきます。

　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がありました。件番１について、地区担当委員から説明をお願いします。
　　　　　　　　　　　
　地区担当委員　　事務局からの説明にもありましたが、既に転用され、きれいになっており、経過書も提出されている状態です。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からの説明が終わりました。件番１について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、続きまして件番２について、地区担当委員
が欠席されていることから、事務局から追加の説明があれば、お願いします。
　事務局　　　　　これまで、貸農園として使っていたところと、過去に農地転用し駐車場となったところを合わせてドラッグストアの敷地にするということで、おそらく、ドラッグストアの土地を貸すという流れであると考えられます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局からの説明が終わりました。
件番２について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、続きまして件番３について、地区担当委員から説明があれば、お願いします。
　 地区担当委員　　事務局からの説明にもありましたが、周りは、既に住宅となっており、問　題ない状況でございます。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からの説明が終わりました。
件番３について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、続きまして件番４については、私が現場確認を行いました。事務局から説明があったとおり、付近に農地もないことから問題ないと思いますが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　ご質問等がないようです。
続きまして件番５について、地区担当委員から説明があれば、お願いします。
　地区担当委員　　事務局からの説明にもありましたが、周りに農地はございませんので、問題ない状況でございます。
（「なし」の声あり）
　議長　　　　　　ご質問等がないようですので、続きまして報告第41号　農地法第５条第１項第６号による転用届出に係る専決報告について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　農地法第５条については、農地を売却する、あるいは所有権はそのままで他者に貸したうえで、農地から一戸建て住宅や共同住宅、駐車場や資材置場等に農地転用をするものです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（報告第41号　件番１朗読）
件番１につきまして、場所は高宮あさひ丘住宅の中でございます。
本件は、12月12日に受付を行い、地区担当委員と12月20日に現地確認し、12月28日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は画面のとおりです。この周辺の住宅街は、昭和40年頃に現在の鉄道会社が大規模な住宅開発をされたと思いますが、住宅地として利用せず、最近までは畑として耕作されていたようです。現場を確認した時点では、すでに着工されていました。昭和39年に農地転用許可済みでしたが、分筆後のもので新たに農地転用の受付をしてほしいと申出があったため、始末書の提出はございません。
今後は、両親が所有する農地の上に、息子の自宅を建てるというものです。親子関係ですので、無償で土地を貸す使用貸借によるものです。
雨水排水については、付近に農地はありませんし、一戸建て住宅の建築については、開発許可が必要ですので問題ありません。
続いて、件番２でございます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（報告第41号　件番２朗読）
件番２につきまして、場所は池田地区にあるＡＢＣ公園の隣接地でございます。先月の委員会総会で農地法第４条の転用届出において、グループホームを建築する計画で、建築前に地盤調査を行うため一時転用があった農地でございます。
本件は、１月９日に受付を行い、地区担当委員と一時転用の際に12月18日に現地確認を済ませており、１月19日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は画面のとおりです。雨水排水については、付近に農地はございますが、譲渡人の農地ですし、グループホームの建築は開発許可が必要ですので問題ありません。
　　　　　　　　　（報告第41号　件番３朗読）
件番３につきまして、場所は市立第一中学校の西側でございます。
本件は、１月18日に受付を行い、地区担当委員と１月19日に現地確認を行い、１月26日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は画面のとおりです。雨水排水については、隣接して南側に農地　　がございますが、老人ホームの建築は開発許可が必要ですので問題ありません。
　　（報告第41号　件番４朗読）
件番４につきまして、場所は木田元宮地区にある自動車部品メーカー本社から南東に向かったところの農地でございます。
本件は、１月19日に受付を行い、地区担当委員ではなく、隣接地区担当委員と１月25日に現地確認を行い、２月１日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は画面のとおりで、保育園の敷地と鉄塔敷地にはさまれたところです。農地として残っていたようで、アスファルト敷きと防草シートがされており、耕作はされていませんでした。保育園の敷地拡幅になるようです。
現在、雨水排水については、道路側溝から水路へ放流されています。付近に農地はございませんので問題ありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（報告第41号　件番５朗読）
件番５につきまして、場所は市立木田小学校から南の萱島方向に向かったところにございます。
本件は、１月25日に受付を行い、地区担当委員と１月30日に現地確認を行い、２月８日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は画面のとおりです。以前は届出人の父親が生産緑地の指定を受け、良好に耕作されていたのですが、亡くなられてからは息子が相続されており、耕作できないということで、生産緑地の指定をやめられました。その後、農地パトロールで遊休農地になっていることも確認しており、同じ支部内で水稲の作付けを増やしたいという農家からの相談もあったので、貸されませんかと話もしていたのですが、売却する意思が高かったようです。
雨水排水については、隣接して農地がございませんので、問題ありません。
　                                 　　（報告第41号　件番６朗読）
件番６につきまして、場所は先ほど報告第40号件番３の隣接地で、市立市民会館から東へ太秦の村中を入ったところでございます。
本件は、１月29日に受付を行い、地区担当委員と２月２日に現地確認を行い、２月８日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は画面のとおりです。これまで畑として耕作されていたようですが、今後、開発するということで、既に果樹等の樹木は伐採されています。
転用目的は一戸建て住宅５戸と市が所有・管理する公共用道路にされるようです。
雨水排水については、公共用道路に雨水管を埋設されます。開発許可が必要ですので問題ありません。
　議長　　　　　　ただいま、事務局から説明がありました。件番１について、地区担当委員から説明をお願いします。
　地区担当委員　　事務局からの説明にもありましたとおり、問題ないと思います。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からの説明が終わりました。件番１について、なにかご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、続きまして件番２については、私が現場確認を行いました。事務局から説明があったとおり問題ないと思いますが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、続きまして件番３については、再度、地区担当委員から説明をお願いします。
　地区担当委員　　事務局からの説明にもありましたとおり、こちらも問題ないと思います。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からの説明が終わりました。件番３について、なにかご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、続きまして件番４については、地区担当委員から説明をお願いします。
　地区担当委員　　事務局からの説明にもありましたとおり、支障ないと思います。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からの説明が終わりました。件番４について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、続きまして件番５については、地区担当委員から説明をお願いします。
　地区担当委員　　事務局からの説明にもありましたとおり、問題ないと思います。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からの説明が終わりました。件番５について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、続きまして件番６については、地区担当委員から説明をお願いします。
　地区担当委員　　当該地には暗渠が走っており、開発段階で暗渠は道路部分に移設されると聞いています。事務局からの説明にもありましたとおり、問題ないと思います。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からの説明が終わりました。件番６について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）

ご質問等がないようですので、次に特別案件第２号　寝屋川市農業経営基盤強化促進基本構想の変更について事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　特別案件第２号　寝屋川市農業経営基盤強化促進基本構想の変更について、ご説明申し上げます。
（特別案件第２号　朗読）
　　　　　　　　　お手元にお配りしております「農業経営基盤強化促進基本構想とは」の資料に基づいてご説明をさせていただきたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料を説明）

　議長　　　　　　ただいま、事務局からの説明が終わりました。何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　ご意見がないようでございますので、市からの諮問について「意見なし」として回答いたします。
　　　　　　　　　　　　続きまして、特別案件第３号　令和５年度農業委員会実績報告及び令和６年度農業委員会活動計画について、事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　特別案件第３号　令和５年度農業委員会実績報告及び令和６年度農業委員会活動計画について、ご説明申し上げます。
（特別案件第３号　朗読）

お手元にお配りしている「令和５年度寝屋川市農業委員会活動実績」をご覧ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資料を説明）
次にお手元にお配りしている「令和６年度寝屋川市農業委員会活動計画」をご覧ください。
（資料説明）
　議長　　　　　　ただいま、事務局からの説明が終わりました。何かご意見等ございますか。
（「なし」の声あり）

　　　　　　　　　ご意見等がないようですので、令和５年度農業委員会実績報告及び令和６年度農業委員会活動計画について、原案のとおり決定いたします。
　　　　　　　　　続きまして、その他案件「令和５年度農地パトロールについて」について事務局から説明をお願いします。
　事務局　　　　　令和５年度第２回農地パトロールについてご説明させていただきます。
（令和５年度第２回農地パトロールについて説明）
　議長　　　　　　以上をもちまして、２月の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後３時20分　閉会　）
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